
旧江戸川乱歩邸施設整備事業に係る指定寄付のお願い 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日本を代表する探偵小説家、江戸川乱歩（1894～1965）は、1934（昭和 9）年に池袋に転

居してから、70 歳で死去するまで、立教大学の隣地で暮らしました。2002 年に乱歩の邸宅

と土蔵（豊島区指定有形文化財）、蔵書等の資料が立教大学に帰属することとなり、2006 年

江戸川乱歩記念大衆文化研究センターを設立。乱歩関連資料等の研究・保存・公開、大衆文

化に関わる研究を進めてまいりました。 

 このたび、来る 2024 年の立教学院 150 周年事業の一環として「旧江戸川乱歩邸施設整備

事業」を実施する運びとなりました。経年劣化による老朽化が進行している母屋と洋館の改

修整備を行い、乱歩に関する展示室および資料保管庫の充実をめざします。 

 旧江戸川乱歩邸の維持管理、乱歩関連資料の保存・整理、大衆文化研究センターの事業遂

行、それらに基づく教育・研究の推進と社会還元等に際しては、人件費やランニングコスト

だけでも多大な費用が必要となるのですが、現状それらが十分な状態ではなく、中長期の計

画策定に苦慮しております。 

 つきましては、旧江戸川乱歩邸ならびに当センターの事業にお力添えを賜りたく、ご寄付

のお願いを申し上げる次第でございます。 

 ご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター 

センター長 石川 巧 

 

 

 

 

【事業概要】 

 2002 年に旧江戸川乱歩邸と蔵書を含む不動産・資料が本学の帰属となって以降、江戸川

乱歩記念大衆文化研究センターが中心となり、建造物を含む江戸川乱歩関連資料の整理・保

存・公開、講演会やシンポジウム等を実施し、広く大衆文化研究の成果発信と社会還元を行

ってきました。旧江戸川乱歩邸関連資産は、本学の研究推進および社会連携にとって非常に

重要な意味を有する資産であり、社会に対して江戸川乱歩関連の資産価値を積極的に発信

してまいりたく存じます。このたび、2024 年度の立教学院 150 周年事業の一環として、別

記のとおり「旧江戸川乱歩邸施設整備事業」を実施する運びとなりました。2023 年 12 月を

もって一時休館とし、2024 年より改修工事に着手。同年 10 月のリニューアルオープンを予

定しております。リニューアルオープン以降も継続的な事業の推進を図ります。  



【問合せ先】 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 

立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター 

TEL/FAX：03-3985-4641 E-mail：rampo@rikkyo.ac.jp 

 

【寄付募集の目的】 

①江戸川乱歩関連資料に関する保存環境の整備、施設・備品の整備 

②状態の劣化した江戸川乱歩関連資料の補修（修復）・保存処理 

③江戸川乱歩関連資料のデジタル化 

④流出した江戸川乱歩旧蔵資料の購入による蔵書の復元 

⑤江戸川乱歩関連資料等の公開・発信 

⑥上記の諸事業の長期にわたる持続性の確保 

 

【募金要項】 

［募金名称］立教学院創立 150 周年記念募金 

［募 金 額］任意 

［期  間］とくに設けない（※立教学院 150 周年事業以降：2023 年 4 月以降） 

［寄付方法］①インターネット寄付（https://fundexapp.jp/rikkyo/exp/explanation.htm） 

       ⇒「立教学院インターネット募金」で検索 

       ⇒指定寄付で「旧江戸川乱歩邸施設整備事業」を選択 

        ※寄付金控除の対象となります 

         ＞https://www.rikkyo.ac.jp/donations/Tax_exemption.html 

      ②指定の払込用紙を使用し、お振込みください。その際「指定寄付欄」の「そ

の他指定先」に○をつけ、「旧江戸川乱歩邸」とご記入ください 

       払込取扱銀行（払込用紙裏面記載）またはゆうちょ銀行・郵便局をご利用の

場合は、払込手数料は無料です（取扱銀行の支店も同様） 

 

【顕 彰】 

①寄付者名の発表 

 寄付者名ならびに寄付金額を「寄付者芳名録」（『センター通信』等）に掲載（匿名可） 

②寄付金額に応じて、改修後の乱歩邸内に寄付者のネームプレートを設置 

 （1）個人：10 万円以上 

 （2）法人・団体：30 万円以上 

③刊行物およびオリジナルグッズ等の謹呈 

 （1）個人：3,000 円以上 

    雑誌『大衆文化』（年 2 回発行）、『センター通信』（年 1 回発行）1 年分を謹呈 

 （2）個人：10,000 円以上 

    雑誌『大衆文化』（年 2 回発行）、『センター通信』（年 1 回発行）1 年分、オリジナ

ルグッズ（※内容は検討中）を謹呈 

 


